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１．都市計画の目標１．都市計画の目標１．都市計画の目標１．都市計画の目標    

    

（（（（1111）基本的事項）基本的事項）基本的事項）基本的事項    

    

1111）都市計画区域の名称・範囲及び規模）都市計画区域の名称・範囲及び規模）都市計画区域の名称・範囲及び規模）都市計画区域の名称・範囲及び規模    

 

都市計画区域名 都市名 範 囲 面 積 

由利本荘都市計画区域 由利本荘市 行政区域の一部 6,894ha 

 

 

    

2222）目標年次）目標年次）目標年次）目標年次    

本区域マスタープランは、おおむね 20 年後の都市の姿を展望して定めるものとし、

目標年次を平成 42 年とする。ただし、「区域区分の決定の有無の方針」に関する事項

については、おおむね 10 年後の将来予測を行った上で定めるものとし、目標年次を平

成 32 年とする。 
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由利本荘市 

にかほ市 

秋田市 

横手市 

大仙市 

湯沢市 

真室川町 

酒田市 

由利本荘都市計画区域位置図 
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（２）広域都市圏の将来像（２）広域都市圏の将来像（２）広域都市圏の将来像（２）広域都市圏の将来像    

    

１）都市づくり１）都市づくり１）都市づくり１）都市づくりを取り巻くを取り巻くを取り巻くを取り巻く情勢の変化情勢の変化情勢の変化情勢の変化    

これからの本荘広域都市圏の都市づくりを考えるにあたっては、近年の社会経済情勢の

大きな変化を踏まえ、特に次のような変化に留意して圏域の都市計画の方針を定めるもの

とする。 

 

① 市町村合併により、由利本荘市、にかほ市の行政区域が拡大したことを受け、広域

的な視点で都市機能や地域特性を捉えた都市づくりが求められている。 

 

② 人口減少・少子高齢化社会に対応するため、生活利便性の高いコンパクトな市街地

を形成するとともに、本圏域内の主要な市街地、集落が相互に連携することで地域

サービスが充実する都市づくりが求められている。 

 

③ 地球温暖化をはじめとする地球規模で環境問題が深刻になっている状況を踏まえ、

移動効率の高い交通体系の構築や、エネルギー利用効率の高い市街地の構築等によ

り環境負荷

1

を低減する低炭素型都市

2

の形成が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「環境負荷」･･･環境に与えるマイナスの影響を指し、特に人間社会から発生する廃棄物、公害、土地開発、焼畑、干

拓、戦争、人口増加等の環境負荷が問題となっている。 
2 「低炭素型社会」・・・地球温暖化の主因とされる温室効果ガスのひとつ、二酸化炭素の排出量が少ない産業・生活シ

ステムが構築された社会 
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２２２２）本荘広域都市圏の位置付け、役割等）本荘広域都市圏の位置付け、役割等）本荘広域都市圏の位置付け、役割等）本荘広域都市圏の位置付け、役割等    

本荘広域都市圏は秋田県南西部に位置し､西に日本海を望み､南は鳥海山によって山形県

と境界を接しており､子吉川流域に広がる自然の豊かな地域である。 

子吉川の河口に位置する本荘地域を中心に広域的な道路網が放射状に配置され、圏域内

の地域を結んでいる。 

にかほ市を中心に電子素材産業の生産拠点が立地し、工業出荷額が県全体の３割近くを

占め、工業生産性の高い地域を形成している。また、鳥海国定公園を中心に豊かな自然が

広がり､地域固有の歴史・文化に彩られた、代表的な観光地が形成されている。 

今後も居住人口の減少や少子・高齢化が進むことが見込まれ、交流人口の拡大や定住施

策の展開が求められている。広域都市圏全体が持続的に発展するためには、生産拠点の海

外移転など生産環境の変化に対応して、既存産業を維持するとともに、秋田県立大学など

との産学官連携による新たな先端技術産業の創出が必要となっている。また、広域都市圏

内外の活発な交流･連携を実現することが重要である。 

以上により､本荘広域都市圏の位置づけ・役割を以下の２点とする。 

 

 

① 秋田県の先端技術産業の中枢と位置づけ、産学官の連携により先端技術産業をリードす

る役割を担う。 

② 鳥海山をめぐる広域観光を展開する地域と位置づけ、観光を中心とした交流人口の拡大

を図るとともに、豊かな自然や地域文化を継承する役割を担う。 

 

 

３３３３）本荘広域都市圏の将来像）本荘広域都市圏の将来像）本荘広域都市圏の将来像）本荘広域都市圏の将来像    

本荘広域都市圏のおおむね20年後の将来像を次のように掲げる。 

 

｢豊かな自然と地域文化の継承、産業の発展により｢豊かな自然と地域文化の継承、産業の発展により｢豊かな自然と地域文化の継承、産業の発展により｢豊かな自然と地域文化の継承、産業の発展により    

活気あふれる本荘広域都市圏｣活気あふれる本荘広域都市圏｣活気あふれる本荘広域都市圏｣活気あふれる本荘広域都市圏｣    

 

日本海・鳥海山・子吉川流域など豊かな自然と地域固有の歴史・文化等の継承、広域的

な観光の展開や、新たな先端技術産業の創出により、人々が交流し、活気あふれる本荘広

域都市圏を目指す。 
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４４４４）本荘広域都市圏の目標）本荘広域都市圏の目標）本荘広域都市圏の目標）本荘広域都市圏の目標    

本都市圏における将来像の実現に向け､本荘広域都市圏の目標を次のとおりとする｡ 

 

① 産学官連携による先端技術産業ゾーンの形成 

先端技術産業をリードするため、秋田県立大学などの学術・研究機能を活かした産学官

連携により、新たな産業が展開する先端技術産業ゾーンの形成を図る。 

 

② 環鳥海連携による広域観光ゾーンの形成 

観光を中心とした活発な交流を実現するため、めぐまれた自然や歴史文化を活かした

特徴ある観光拠点の形成と、これらを相互に結ぶ観光交流ネットワークの強化により、

環鳥海の広域観光ゾーンの形成を図る。 

 

③ 豊かな自然の未来への継承 

鳥海山麓や子吉川流域など、豊かで身近な自然の維持･保全を図り、未来へ継承する。 

 

④ 広域交流・連携軸の形成 

都市圏内外の活発な交流・連携を実現するため、広域都市圏と日本海沿岸地域や内陸

地域を結ぶ広域交流・連携軸の形成を図る。 
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R7

R341

R105

R107

R398

秋

田

自

動

車

道

羽

越

本

線

岩城IC岩城IC

松ヶ崎亀田IC松ヶ崎亀田IC

由利本荘市由利本荘市

大内JCT大内JCT

本荘港本荘港

本荘IC本荘IC

仁賀保IC(仮称)仁賀保IC(仮称)

金浦IC（仮称）金浦IC（仮称）

象潟I.C（仮称）象潟I.C（仮称）

日

本

海

沿

岸

東

北

自

動

車

道

日

本

海

沿

岸

東

北

自

動

車

道

にかほ市にかほ市

R108

岩城地域岩城地域

大内地域大内地域

東由利地域東由利地域

本荘地域本荘地域

西目地域西目地域

由利地域由利地域

矢島地域矢島地域

鳥海地域鳥海地域

仁賀保地域仁賀保地域

金浦地域金浦地域

象潟地域象潟地域 鳥海国定公園鳥海国定公園

▼本荘広域都市圏将来図 

日本海沿岸地域を結ぶ 

広域交流・連携軸の形成 

産学官連携の産業拠点の形成 

先端技術産業先端技術産業先端技術産業先端技術産業ゾーンゾーンゾーンゾーン    

地域を先導する 

産業拠点の形成 

広域観光広域観光広域観光広域観光ゾーンのゾーンのゾーンのゾーンの形成形成形成形成    

湯沢広域都市圏との 

広域交流・連携軸の形成 

鳥海山の北の玄関口 

としての拠点形成 

横手広域都市圏との 

広域交流・連携軸の形成 

大曲広域都市圏との 

広域交流・連携軸の形成 

秋田広域都市圏との 

広域交流・連携軸の形成 

広域的観光交流拠点

の形成 

※平成 22 年７月策定のにかほ都市計画区域マスタープラン掲載の本荘

広域都市圏将来図から、一部わかりやすい表現に変えている。 

県境

市町村界

高規格幹線道路

高規格幹線道路

基本計画区間

地域高規格道路

地域高規格道路

計画路線

国道

鉄道

河川

都市計画区域

IC

広域交流・連携軸

圏域の中心

観光拠点

産業拠点

水辺交流拠点の形成 

都市機能の充実 
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３）都市３）都市３）都市３）都市づくりづくりづくりづくりの基本理念の基本理念の基本理念の基本理念    

    

1111））））都市計画区域の位置づけ、役割等都市計画区域の位置づけ、役割等都市計画区域の位置づけ、役割等都市計画区域の位置づけ、役割等    

 

由利本荘都市計画区域は、鳥海山、笹森丘陵などの山々と日本海に囲まれ、子吉川

が貫流する本荘平野を中心に都市が形成されている。 

かつては、本荘藩、矢島藩、亀田藩の３つの領土にわかれ、その城下町は独自の文

化を築き、栄えてきており、今もその歴史的な街並みが残されている。そして、古く

から街道の結節する交通の要衝であるとともに、子吉川河口の古雪湊や石脇湊をはじ

めとする川港は、物産集積地としても交流が盛んであった。 

本区域における現状として、本荘平野に位置する本荘地域は、現在、秋田県立大学

や本荘工業団地、由利総合組合病院など、広域都市圏を支える都市機能を有している。 

また、鳥海山麓に位置する矢島地域は、鳥海国定公園を中心とする環鳥海観光交流

圏域の北側の玄関口になっている。 

本区域は、このような広域的な都市機能が集積する本荘地域と環鳥海広域観光のゲー

トウェイ機能を有する矢島地域の特徴的な地域により構成され、都市内道路や鉄道等の

区域内連携軸により、一体的な都市を形成している。 

交通面では、日本海沿岸東北自動車道の整備促進により日本海側に国土軸が形成さ

れているほか、国道７号、105 号、107 号、108 号、ＪＲ羽越本線、鳥海山ろく線によ

り圏域内外の都市とつながる交通の要衝となっている。 

以上のことから、由利本荘都市計画区域は、本荘広域都市圏の中核都市と位置づけ、

圏域全体の商業・業務、医療・福祉等の都市機能、さらに、鳥海国定公園の北の玄関

口としての機能を担うほか、産学官の連携による地域の産業を先導する役割を担うも

のとする。 
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                      由利本荘都市計画区域現状図 

県境

市町村界

高速道路

国道

鉄道

河川

都市計画区域

IC

広域交流・連携軸

圏域の中心

観光拠点

研究開発・産業拠点

医療・福祉拠点

由利本荘市役所

各総合支所
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2222））））都市計画区域の将来像都市計画区域の将来像都市計画区域の将来像都市計画区域の将来像    

    

 本地域の位置づけ、役割等を踏まえ、おおむね 20 年度の将来像を次のように掲げる。 

 

     「霊峰鳥海山「霊峰鳥海山「霊峰鳥海山「霊峰鳥海山とととと子吉川に育まれ子吉川に育まれ子吉川に育まれ子吉川に育まれた歴史・文化のもと、た歴史・文化のもと、た歴史・文化のもと、た歴史・文化のもと、    

新たな産業新たな産業新たな産業新たな産業をををを創出創出創出創出するするするする    にぎわいのあるにぎわいのあるにぎわいのあるにぎわいのあるまちまちまちまち」」」」    

 

霊峰鳥海山、子吉川、日本海の水辺、丘陵地の緑などの豊かな自然や鳥海山麓、子吉川

沿いに広がる田園を有し、そして、そこで育まれた独自の歴史と文化、さらには商業・業

務、医療・福祉等の都市機能を備えた都市に区域内外の人々が交流し、また産学官の連携

により、新たな産業を先導するにぎわいある都市を実現し、本荘広域都市圏の拠点となる

まちを目指す。 

   

 

3333））））都市計画区域の目標都市計画区域の目標都市計画区域の目標都市計画区域の目標    

 

本地区の将来像を実現するため都市計画の目標を次のとおりとする。 

    

    

①①①①    広域都市圏の中核として圏域を先導する都市づくり広域都市圏の中核として圏域を先導する都市づくり広域都市圏の中核として圏域を先導する都市づくり広域都市圏の中核として圏域を先導する都市づくり    

本荘広域都市圏の中核として商業・業務、医療・福祉、教育などの都市機能を集積させ、

圏域を先導する都市を目指す。 

    

②②②②    新たな産業を創出する都市づくり新たな産業を創出する都市づくり新たな産業を創出する都市づくり新たな産業を創出する都市づくり    

地域の活力を維持し、持続的な発展を実現するために、秋田県立大学を中心とした研究

開発機能や圏域内の先端技術産業など産学官の連携を進め、新たな産業を創出する都市を

目指す。 

    

③③③③    産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市づくり産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市づくり産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市づくり産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市づくり 

周辺の都市や区域内の各拠点間を結び、産業や観光、日常生活を支える交通や情報など

のネットワーク強化を図り、活発に交流･連携する都市を目指す。 

 

④④④④    まちなかに賑わいを再生する都市づくりまちなかに賑わいを再生する都市づくりまちなかに賑わいを再生する都市づくりまちなかに賑わいを再生する都市づくり    

既存市街地や城下町の街並み等地域の特性を活かしながら、中心市街地における商業・業

務地の再生や多様な機能の集積により、まちなかに賑わいのある都市を目指す。 
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⑤⑤⑤⑤    自然との調和を自然との調和を自然との調和を自然との調和を図り図り図り図り、水と緑・歴史的な街並みを活かし、うるおいと人とのふれあい、水と緑・歴史的な街並みを活かし、うるおいと人とのふれあい、水と緑・歴史的な街並みを活かし、うるおいと人とのふれあい、水と緑・歴史的な街並みを活かし、うるおいと人とのふれあい

のある都市づくりのある都市づくりのある都市づくりのある都市づくり    

子吉川や海岸部・丘陵地の緑など自然環境の保全と、田園風景、歴史的な街並みの継承

を図るとともに、水辺空間等を活かした交流機能の充実、歩行環境の改善などにより、身

近に水と緑、歴史が感じられるうるおいと人とのふれあいのある快適な都市を目指す。 
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（４）（４）（４）（４）    目標とする市街地像目標とする市街地像目標とする市街地像目標とする市街地像    

都市づくりの基本理念を踏まえ、目標とする市街地像を以下のとおりとする。 

    

１）１）１）１）広域都市圏の中核として圏域を先導する都市広域都市圏の中核として圏域を先導する都市広域都市圏の中核として圏域を先導する都市広域都市圏の中核として圏域を先導する都市    

 

① 広域都市圏の安心を支える医療・福祉拠点の形成 

広域都市圏の安心を支えるため、第二次医療機能や総合的な福祉機能が充実した

医療・福祉拠点の形成を図る。 

 

２）２）２）２）新たな産業を創出する都市新たな産業を創出する都市新たな産業を創出する都市新たな産業を創出する都市    

 

② 研究開発・産業拠点の形成 

産学官の連携により新たな産業を創出するために、秋田県立大学、本荘由利産学

共同研究センター周辺に研究開発拠点の形成を図るとともに、北部工業団地及び本

荘工業団地に産業拠点の形成を図る。 

 

３）３）３）３）産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市産業や広域観光、日常生活において活発に交流･連携する都市    

    

③ 周辺都市との交流・連携を促進する広域交通ネットワーク等の形成 

環日本海国土軸や環鳥海広域観光ゾーンの形成のため、日本海沿岸東北自動車道

国道７号、羽越本線を広域交通ネットワークとして、また、機能的な市街地を形成

するため国道105号、国道107号、国道108号など区域内外の都市をつなぐ放射状ネッ

トワークの形成を図る。 

 

④ 都市活動の利便性を高める都市内交通ネットワークの形成 

日常生活など都市活動の利便性向上のために、国道と一体的に機能する都市内交

通ネットワークの形成を図る。 

 

⑤ 観光地へのアクセスとなる交通網の形成 

鳥海山や鳥海高原などの観光地へアクセスする都市内道路や鳥海山ろく線により、

交通網の形成を図る。 

 

     ４）４）４）４）まちなかに賑わいを再生する都市まちなかに賑わいを再生する都市まちなかに賑わいを再生する都市まちなかに賑わいを再生する都市    

 

⑥ 核となる商業・業務拠点の形成 

中心市街地のJR羽後本荘駅前商店街や由利橋通周辺に、地域商業の核となる商業･
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業務拠点の形成を図る。 

 

⑦ 賑わいのある交流拠点の形成 

由利本荘市文化交流館は、芸術文化・教育学習・市民交流等の機能が集積する施

設であり、中心市街地の活性化を促がす交流拠点の形成を図る｡ 

鳥海山ろく線矢島駅周辺地区は、地域の玄関口として、福祉関連機能や教育文化

機能のほか、日常的な商業機能、来訪者等に向けた情報発信機能などの機能の集積

を図る。 

 

⑧ 個性ある歴史文化を伝える城下町の街並み等の形成 

由利橋周辺の城下町の歴史を伝える蔵造りの街並みや矢島地域家中地区の矢島藩

の歴史的建物などの趣のある街並みなど、地域の歴史文化資源について、その再生

や活用により、人々を惹きつける個性的な街並みの形成を図る。 

 

５）５）５）５）自然との調和をはかり、うるおいと人とのふれあいのある都市自然との調和をはかり、うるおいと人とのふれあいのある都市自然との調和をはかり、うるおいと人とのふれあいのある都市自然との調和をはかり、うるおいと人とのふれあいのある都市    

 

⑨ 快適でうるおいのある居住環境の形成 

清らかな流れの子吉川沿いに形成された市街地、その周辺の丘陵地の緑、平野部

に広がる田園風景など、身近に水や緑が感じられ、癒しの空間がひろがる、快適で

うるおいのある居住環境の形成を図る。 

 

⑩ 回遊性のある市街地の形成 

地域の歴史・文化資源や水辺や緑とふれあう交流拠点、さらに暮らしの場を歩行

者が快適に歩き回遊できる市街地の形成を図る。 

    

⑪ 水辺や緑とふれあう交流拠点の形成 

子吉川・芋川の河川緑地、本荘マリーナ周辺や本荘公園・新山公園、また、矢島

地域の石積みの水路などは、身近に緑や水辺とふれあえる空間であるので、人々の

憩い場として交流拠点の形成を図る。 

 

⑫ 自然環境の保全と景観の維持 

地域のシンボルである子吉川や海岸部・丘陵地の緑など自然環境の保全とともに、

市街地周辺に広がる田園地帯の風景など景観の維持に努める。 
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凡凡凡凡    例例例例 

目標とする市街地像（本荘地域）目標とする市街地像（本荘地域）目標とする市街地像（本荘地域）目標とする市街地像（本荘地域）    

①広域都市圏の安心を支える①広域都市圏の安心を支える①広域都市圏の安心を支える①広域都市圏の安心を支える

医療・福祉拠点の形成医療・福祉拠点の形成医療・福祉拠点の形成医療・福祉拠点の形成    

    

②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成    

③周辺都市との交流・連携を促進する③周辺都市との交流・連携を促進する③周辺都市との交流・連携を促進する③周辺都市との交流・連携を促進する

広域交通広域交通広域交通広域交通ネットワーク等のネットワーク等のネットワーク等のネットワーク等の成成成成    

④都市活動の利便性を高める④都市活動の利便性を高める④都市活動の利便性を高める④都市活動の利便性を高める

都市内交通ネットワーク都市内交通ネットワーク都市内交通ネットワーク都市内交通ネットワークの形の形の形の形

成成成成    

③周辺都市との交流・連携を促進す③周辺都市との交流・連携を促進す③周辺都市との交流・連携を促進す③周辺都市との交流・連携を促進す

る広域交通る広域交通る広域交通る広域交通ネットワーク等ネットワーク等ネットワーク等ネットワーク等の形成の形成の形成の形成    

⑦賑わい交流拠点の形成⑦賑わい交流拠点の形成⑦賑わい交流拠点の形成⑦賑わい交流拠点の形成    

⑧⑧⑧⑧個性ある歴史文化を伝える個性ある歴史文化を伝える個性ある歴史文化を伝える個性ある歴史文化を伝える

城下町のまちなみ等の形成城下町のまちなみ等の形成城下町のまちなみ等の形成城下町のまちなみ等の形成    

①広域都市圏の安心を支える①広域都市圏の安心を支える①広域都市圏の安心を支える①広域都市圏の安心を支える

医療・福祉拠点の形成医療・福祉拠点の形成医療・福祉拠点の形成医療・福祉拠点の形成    

    

⑪水辺や⑪水辺や⑪水辺や⑪水辺や緑とふれあう交流拠緑とふれあう交流拠緑とふれあう交流拠緑とふれあう交流拠

点の形成点の形成点の形成点の形成    

②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成    

⑨快適でうるおいの⑨快適でうるおいの⑨快適でうるおいの⑨快適でうるおいのある居住ある居住ある居住ある居住

環境の形成環境の形成環境の形成環境の形成    

⑩回遊性ある市街地の形成⑩回遊性ある市街地の形成⑩回遊性ある市街地の形成⑩回遊性ある市街地の形成    

⑫自然環境の保全と⑫自然環境の保全と⑫自然環境の保全と⑫自然環境の保全と    

景観の維持景観の維持景観の維持景観の維持    

由利本荘都市計画区域全域由利本荘都市計画区域全域由利本荘都市計画区域全域由利本荘都市計画区域全域    

②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成    

⑥⑥⑥⑥核となる核となる核となる核となる商業・業務拠点の商業・業務拠点の商業・業務拠点の商業・業務拠点の

形成形成形成形成    

鉄道

高速道路

河川
都市計画区域

住宅地

業務地

商業地

工業地

農地

集落

丘陵・山地

公園・緑地

中心市街地

主要幹線道路

都市幹線道路

研究開発・産業拠点

医療・福祉拠点 緑を活かした拠点

水辺空間を活かした拠点

河川緑地商業・業務拠点

賑わいの交流拠点
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目標とする市街地像（目標とする市街地像（目標とする市街地像（目標とする市街地像（矢島矢島矢島矢島地域）地域）地域）地域）    

凡凡凡凡    例例例例 

⑨快適でうるおいのある居住⑨快適でうるおいのある居住⑨快適でうるおいのある居住⑨快適でうるおいのある居住

環境の形成環境の形成環境の形成環境の形成    

⑩回遊性ある市街地の形成⑩回遊性ある市街地の形成⑩回遊性ある市街地の形成⑩回遊性ある市街地の形成    

⑫自然環境の保全と⑫自然環境の保全と⑫自然環境の保全と⑫自然環境の保全と    

景観の維持景観の維持景観の維持景観の維持    

由利本荘都市計画区域全域由利本荘都市計画区域全域由利本荘都市計画区域全域由利本荘都市計画区域全域    

⑦賑わ⑦賑わ⑦賑わ⑦賑わい交流拠点の形成い交流拠点の形成い交流拠点の形成い交流拠点の形成    

⑧⑧⑧⑧個性ある歴史文化を伝える個性ある歴史文化を伝える個性ある歴史文化を伝える個性ある歴史文化を伝える

城下町のまちなみ等の形成城下町のまちなみ等の形成城下町のまちなみ等の形成城下町のまちなみ等の形成    

⑪⑪⑪⑪水辺と緑とふれあう交流拠水辺と緑とふれあう交流拠水辺と緑とふれあう交流拠水辺と緑とふれあう交流拠

点の形成点の形成点の形成点の形成    

②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成②研究開発・産業拠点の形成    

⑤観光地へのアクセスとなる⑤観光地へのアクセスとなる⑤観光地へのアクセスとなる⑤観光地へのアクセスとなる

交通網の形成交通網の形成交通網の形成交通網の形成    

③周辺都市との交流・連携を促進③周辺都市との交流・連携を促進③周辺都市との交流・連携を促進③周辺都市との交流・連携を促進

する広域交通体系の形成する広域交通体系の形成する広域交通体系の形成する広域交通体系の形成    

鉄道

河川

都市計画区域

住宅地

業務地

商業地

工業地

農地

集落

丘陵・山地

公園・緑地

市街地

主要幹線道路

研究開発・産業拠点

医療・福祉拠点 緑を活かした拠点

水辺空間を活かした拠点

賑わいの交流拠点

都市幹線道路
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（（（（5555））））社会的課題に対する都市計画としての取り組み方針社会的課題に対する都市計画としての取り組み方針社会的課題に対する都市計画としての取り組み方針社会的課題に対する都市計画としての取り組み方針    

本区域を取り巻く社会的な課題に対して、都市計画としての取り組み方針を次のとお

りとする。 

 

①安心して暮らせるまちづくり①安心して暮らせるまちづくり①安心して暮らせるまちづくり①安心して暮らせるまちづくり    

少子高齢化が進行する中で、地域コミュニティの維持、高齢者の社会参加による地域

の活性化が課題となっている。 

そのため、市街地及び集落における地域コミュニティの維持・充実や良好な居住スト

ックの確保、地域の移動手段である公共交通機関の維持等、都市施設等のバリアフリー

化、さらには、医療・福祉、災害時の避難システムの充実により、高齢者をはじめ誰も

が安全で、安心に暮らせるまちづくりを目指す。また、降雪が多い冬期においても、安

心して日常生活が送れるよう、生活交流拠点の歩行環境改善を目指す。 

 

②②②②自然環境に配慮した環境共生型自然環境に配慮した環境共生型自然環境に配慮した環境共生型自然環境に配慮した環境共生型都市都市都市都市

3333

づくりづくりづくりづくり    

地球温暖化をはじめ地球規模で環境問題が深刻になっているなかで、低炭素型社会の

構築に向けた環境共生型都市づくりが求められている。 

そのため、鳥海山、子吉川、笹森丘陵の豊かな自然や、市街地をとりまく田園景観な

どの維持・保全を図るとともに、公共交通機関の利用促進やコンパクトな市街地形成等、

環境に配慮した都市づくりを目指す。 

    

③③③③災害に強いまちづくりの推進災害に強いまちづくりの推進災害に強いまちづくりの推進災害に強いまちづくりの推進    

子吉川や芋川等の水害等に備えるため、河川の改修を進めるとともに、防災施設・避

難施設の機能を持つ公園・街路等の整備や住民への周知により、災害に強く、被害を最

小限にとどめる減災のまちづくりを目指す。 

    

④④④④地域の活力を生む住民協働地域の活力を生む住民協働地域の活力を生む住民協働地域の活力を生む住民協働によるによるによるによる都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり    

地方分権社会の進展や暮らしの質向上に対する住民ニーズが多様化する中で、これま

での行政主体のまちづくりから、地域住民との協働によるまちづくりの推進が求められ

ている。 

そのため、地域住民やＮＰＯ、市民団体等多様な主体のまちづくりへの参加、コンセ

ンサス形成による住民参加型のまちづくりを目指す。 

 

 

                                                   
3 「環境共生型都市」・・・環境への負荷の軽減と自然のふれあいをコンセプトとした都市づくりのことで、近年では、

地球環境や生物多様性への配慮等も新たなコンセプトとして組み込まれている。 
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２２２２．．．．区域区分の決定の有無区域区分の決定の有無区域区分の決定の有無区域区分の決定の有無    

    

（（（（1111））））区域区分の有無区域区分の有無区域区分の有無区域区分の有無    

  本区域においては、区域区分を定めない。 

  区域区分を定めないとした根拠は次のとおりである。 

 

本区域の行政人口は、今後も減少傾向を示すものと見込まれ、新築着工件数、農地転

用、開発許可の動向も、減少傾向にある。産業動向についても、現況の工業地、商業地

の規模で今後の需要に対応できるものと考えられる。 

しかしながら、これまでの開発などにより、用途地域縁辺部に市街化が見られること

から、これらの地区において適正な用途の建築物が立地されるように、土地利用の規制・

誘導は必要である。 

こうした土地利用の規制・誘導の措置としては、用途地域の指定などの区域区分以外

の土地利用規制・誘導方策を導入することによって対処可能である。 

これらのことから、今後、無秩序に市街化が拡大する可能性は低く、現状の法制度の

枠組みのもとに「良好な環境を有する市街地の形成」「緑地等自然環境の整備又は保全」

に配慮していくものとし、本区域においては区域区分を定めない。 
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３３３３．．．．主要な都市計画の決定の方針主要な都市計画の決定の方針主要な都市計画の決定の方針主要な都市計画の決定の方針    

    

（１）（１）（１）（１）    土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針    

 

本荘地域の JR 羽後本荘駅から西側、由利橋通りにかけての中心市街地は、商業・

業務機能等が集積しているとともに、由利本荘市文化交流館「カダーレ」の開館や土

地区画整理事業などにより、都市機能の向上が図られ、広域的な商業・業務地が形成

されている。 

しかし、本荘地域の中心市街地及びその周辺には、過密状態にあって建物の老朽化

が進み、区画道路や公園などの都市基盤の整備による防災性の向上や居住環境の改善

が課題となっている地区がある。また、空き店舗の増加や大型小売店舗の撤退など空

洞化が著しく、中心市街地の再生・活性化が課題となっている。 

他方で、国道７号、国道 105 号などの沿道では、沿道型商業・サービス施設が進出

するとともに、石脇地区の国立療養所秋田病院跡地では、地域防災・スポーツ・福祉

拠点の形成が検討されており、周辺環境に配慮した計画的な整備が課題となっている。 

本荘地域の市街地東側には、秋田県立大学と本荘工業団地があり、新たな産業を先

導する産業拠点となっている。一方で由利組合総合病院や市立本荘東中学校の整備に

より、周辺の土地で開発が行われてきたことから、適正な土地利用に向けた規制・誘

導が課題となっている。 

子吉川沿川にまとまりのある市街地を形成する矢島地域は、かつて、城下町の面影

を残し、城址付近に役場が立地し、その周辺に商店街や住宅地が広がってきた。しか

しながら、国道 108 号沿線への商業施設立地や、市立矢島中学校と県立矢島高校によ

る中高連携校の整備により、国道 108 号沿いへの都市機能移転が進みつつあり、市街

地中央部の未利用地の利活用が課題となっている。 

 

このような状況を踏まえ、土地利用に関する主要な決定の方針を以下のように定め

る。 
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1111））））主要用途の配置の方針主要用途の配置の方針主要用途の配置の方針主要用途の配置の方針    

    

①①①①業務地業務地業務地業務地    

JR 羽後本荘駅から由利本荘市役所までの中心市街地に広域的な行政に関わる官公

庁施設や金融、医療など業務機能が集積している。新たに、芸術、文化、地域交流

の拠点施設の由利本荘市文化交流館も整備されており、本荘広域都市圏の中核機能

を担う業務地として位置づける。 

また、矢島地域城内八森下地区を地域の福祉・文化・地域交流機能が集積する業

務地として位置づける。 

 

②②②②商業地商業地商業地商業地    

ＪＲ羽後本荘駅から由利橋通線周辺までの一体的な地区を広域都市圏の日常的な

生活を支える商業・サービス機能の維持・充実を図り、中心市街地の賑わいの核と

なる中心商業地として位置づける。 

また、矢島地域の主要地方道仁賀保矢島舘合線沿道の七日町地区等を地域の日常

生活に密着し、人々が集う商業地として位置づける。 

 

   ③③③③工業地工業地工業地工業地    

    万願寺

ま ん がん じ

地区の本荘工業団地は、秋田県立大学の研究開発機能と連係するとともに、

高速道路へのアクセス性を活かした中核的工業地と位置づける。 

石脇・浜三川地区に位置する北部工業団地、大浦

お お ら

地区、国道 108 号沿道の元町地

区などを機械、電子部品などの製造業を中心とした地域の経済・雇用を担う工業地

として位置づける。 

また、国道 7 号沿道の石脇地区は、主要幹線道路の沿道地域としての利便性を考

慮した沿道サービス施設等の土地利用を図る。 

    

④④④④住宅地住宅地住宅地住宅地    

本荘地域の中心商業地に隣接する桜小路地区、赤沼町地区等、中心市街地を囲む

石脇地区、大鍬

おおくわ

町地区、梵天

ぼんてん

地区等は、都市基盤の維持・整備を図り、買い物等の

利便性の高い住宅地として位置づける。 

矢島地域の八森城址周辺の城内

じょうない

八森

はちもり

下

した

地区、南側の宅地化が進行している下山

寺、荒沢地区等は、ゆとりある低層の住宅地として、特に八森城址の家中

かちゅう

地区は歴

史的街並みを残しており、その街並みに配慮した住宅地として位置づける。 
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2222）土地利用の）土地利用の）土地利用の）土地利用の方針方針方針方針    

    

①①①①土地の高度利用に関する方針土地の高度利用に関する方針土地の高度利用に関する方針土地の高度利用に関する方針    

ＪＲ羽後本荘駅前から由利本荘市役所周辺における地区は、由利本荘市文化交流

館の利活用を含め、商業・業務等の集積による高度利用を図る。 

 

②②②②用途転換、用途の純化又は用途の複合化に関する方針用途転換、用途の純化又は用途の複合化に関する方針用途転換、用途の純化又は用途の複合化に関する方針用途転換、用途の純化又は用途の複合化に関する方針    

既存用途地域において、居住地や商業地需要動向、都市基盤の計画見直しなどに

併せて、適正な土地利用に向けた用途の見直しを検討する。特に、石脇地区の国立

療養所秋田病院跡地は、国療跡地利活用計画に基づいた適正な土地利用に向け、周

辺地区に配慮し、必要に応じて用途の見直しを検討する。 

 

③③③③居住環境の居住環境の居住環境の居住環境の改善又は維持に関する方針改善又は維持に関する方針改善又は維持に関する方針改善又は維持に関する方針    

古雪町地区、後町地区など中心市街地近傍の既存住宅地においては、老朽化した

家屋が密集し、公園や緑地などのオープンスペースが不足しているほか、道路整備

も遅れている。このため、これらの地区においては、都市基盤整備を進め、居住環

境の改善に努める。 

 

④④④④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針    

子吉川及び芋川は、市街地の水と緑の骨格を形成し、本荘公園は、まちの緑の拠

点となっている。また、本荘地域の市街地南北の丘陵地の裾野には、蟻山・東山の

風致地区があり、良好な自然景観を呈している。これらは、特徴的な都市景観を演

出し、都市に潤いを提供する風致として引き続き維持・保全に努める。 

八森城址のある家中地区等は、武家屋敷跡や石碑、往来・古道など生駒氏時代を

偲ばせる遺跡・史跡など歴史資源が多く残され、矢島地域を特徴付ける街並みとな

っている。このため、本地区等を重要な歴史拠点として位置付け、地区計画等の導

入も含め検討し、街並みの環境の保全・整備に努める。 

矢島地域の市街地西側及び南側を囲む段丘樹林帯は、市街地を包む身近な緑のふ

ちどりをなし、また、根城館や根井館などの館跡には、見事な古木・巨木が、地域

の印象的な景観を形成している。このため、これらの地区については、都市の風致

を構成する良好な緑地として、風致地区の指定などについても検討し、保全に努め

る。 

 

⑤⑤⑤⑤優良な農地との健全な調和に関する方針優良な農地との健全な調和に関する方針優良な農地との健全な調和に関する方針優良な農地との健全な調和に関する方針    

本区域の子吉川や丘陵地と市街地との間には良好な農地が広がっている。特に、

本荘地域の内越地区や川口地区の谷地・石持、子吉地区、上野地区、鮎瀬地区、矢
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島地域の矢島地区、荒沢針ヶ岡

ば り がお か

地区は、ほ場整備が行われた生産性の高い優良農地

となっていることから、市街化を抑制し、その保全を図る。 

 

⑥⑥⑥⑥自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針    

子吉川や芋川をはじめとする支川、沿岸部・市街地を囲む丘陵地の緑は、市街地

に潤いと安らぎを与え、水と緑の豊かな特徴ある都市景観を形成していることから、

都市的土地利用を抑制し、その自然環境の保全を図るものとする。 

また、矢島地域の市街地を網の目のように流れている石積みの水路は、景観に優

れた身近な水辺空間を構成しており、特徴的な自然環境として保全するとともに、

自然環境学習の場や水辺とのふれあいの場として環境整備を図る。 

    

⑦⑦⑦⑦計画的な都市的土地利用の実現に関する方針計画的な都市的土地利用の実現に関する方針計画的な都市的土地利用の実現に関する方針計画的な都市的土地利用の実現に関する方針    

  宅地化が進行している川口地区の高花・八幡前、薬師堂地区の二本木については、

周囲の農業的土地利用と調整を図りながら、用途地域の指定について検討する。 
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土地利用の方針図（本荘地域）土地利用の方針図（本荘地域）土地利用の方針図（本荘地域）土地利用の方針図（本荘地域）    

①①①①土地の高度利用土地の高度利用土地の高度利用土地の高度利用    

③③③③居住環境の改善居住環境の改善居住環境の改善居住環境の改善    

⑥⑥⑥⑥自然環境自然環境自然環境自然環境の形成から必要の形成から必要の形成から必要の形成から必要

な保全な保全な保全な保全    

⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和    

    

④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持    

凡凡凡凡    例例例例 

 

④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持    

②用途転換②用途転換②用途転換②用途転換    

⑦計画的な都市的土地利用⑦計画的な都市的土地利用⑦計画的な都市的土地利用⑦計画的な都市的土地利用

のののの実現実現実現実現    

    

⑦計画的な都市的土地利用⑦計画的な都市的土地利用⑦計画的な都市的土地利用⑦計画的な都市的土地利用

のののの実現実現実現実現    

⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和    

⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和    

土地利用の方針

鉄道

高速道路

河川
都市計画区域

住宅地

業務地

商業地

工業地

農地

集落

丘陵・山地

公園・緑地

中心市街地

主要幹線道路

都市幹線道路

河川緑地
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凡凡凡凡    例例例例    

    

    

    

    

土地利用の方針図土地利用の方針図土地利用の方針図土地利用の方針図（（（（矢島矢島矢島矢島地域地域地域地域））））    

⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和    

⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和⑤良好な農地との健全な調和    

    

④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持    

④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持    

④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持④都市の緑地又は風致の維持    

鉄道

河川

都市計画区域

住宅地

業務地

商業地

工業地

農地

集落

丘陵・山地

公園・緑地

市街地

主要幹線道路

都市幹線道路

土地利用の方針

⑥⑥⑥⑥自然環境自然環境自然環境自然環境の形成から必要の形成から必要の形成から必要の形成から必要

な保全な保全な保全な保全    
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（２）（２）（２）（２）    都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針    

        1111）交通施設の都市計画の決定の方針）交通施設の都市計画の決定の方針）交通施設の都市計画の決定の方針）交通施設の都市計画の決定の方針    

ア．ア．ア．ア．基本方針基本方針基本方針基本方針    

    本区域は、日本海沿岸東北自動車道路と国道 7 号がほぼ平行に南北に縦断し、こ

れに国道 105 号、107 号、108 号が結節することで、放射状の道路網を形成し、都市

の骨格をなしている。また、JR羽越本線、鳥海山ろく線が市街地を南北に走り、本

荘広域都市圏における交通の要衝となっている。  

これらの道路には、未だ整備されていない箇所があることから、ネットワークの

強化のため、整備推進を図るとともに、高齢化社会に向けた歩行者に優しい交通環

境や公共交通機関の充実に取り組むことが必要である。 

これらのことから、本区域の交通施設の都市計画の決定の基本方針を以下のとお

りとする。 

 

① 広域交通ネットワークの形成  

本荘広域都市圏の中核都市として、圏域内外の人、もの、情報の交流・連携を

促進するとともに、環鳥海の広域観光ゾーンを構築するために、日本海沿岸東北

自動車道、国道 7 号など広域交通ネットワークの形成を図る。 

② 都市内交通ネットワークの形成 

市街地全体の交通を円滑化し、地域の交流・連携を促進するために、国道 105

号、107 号、108 号等とそれを結ぶ道路による環状的な道路網や本荘 IC へのアク

セス道路など、市街地の骨格を担う都市内交通ネットワークの形成を図る。また、

環鳥海広域観光ルート形成に向けて、アクセスとなる主要幹線道路の形成を図る。 

ただし、長期未着手となっている都市計画道路や、土地利用の変化や機能代替

道路の整備等により必要性の低下した都市計画道路については、合理的に見直す

ものとする。 

③ 歩行者等の人にやさしい交通環境の維持・整備 

多くの人が集まる商業･業務地など市街地内及び居住地等においては、子供の通

学の安全性向上を含めた歩行空間の維持・整備、さらに高齢者・障害者等に配慮

したバリアフリー化、冬期間の対応など、安全で快適な歩行環境の維持・整備を

図る。 

④ 公共交通機関の維持・充実 

鉄道等の公共交通機関は、通勤･通学など地域住民の日常生活および観光客等の

利用者を拡大するため、結節点における交通機関相互の連携など、機能の維持・

充実に努める。 
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イイイイ....    主要な施設の配置の方針主要な施設の配置の方針主要な施設の配置の方針主要な施設の配置の方針    

    

基本方針を踏まえ、「自動車専用道路」「主要幹線道路」「都市幹線道路」「駅前広場」

の配置の方針を次のとおりとする。 

道路種別道路種別道路種別道路種別    配置の方針配置の方針配置の方針配置の方針    

①自動車専用道路

4

 日本海沿岸東北自動車道を、日本海沿岸地域を結び、広域交通体系を担う

自動車専用道路と位置づけ、本荘地域の東側に配置し、二十六木地区におい

て、本荘 IC により、一般国道 107 号と連結する。 

・日本海沿岸東北自動車道 

②主要幹線道路

5

 通勤・通学などの日常生活や観光交流、物流・産業基盤の強化など、周辺

都市との広域的な交流を支え、環鳥海の広域観光ゾーン形成のため次の道路

を主要幹線道路として位置づける。 

・一般国道 7 号 一般国道 105 号 一般国道 107 号 一般国道 108 号 

③都市幹線道路

6

 市街地中心部を環状に結ぶ道路網の形成及び、観光交流や利便性の高い生

活環境や産業等の活発な都市活動を促進する次の道路を都市幹線道路と位

置づける。 

＜本荘地域における環状道路網の形成＞ 

■内環状形成：（都）由利橋通線、（都）由利中央線、（都）大内本荘線、（都）

砂子下田尻線、一般国道 105 号、（都）大町銀座通線が一体となった内環状

道路 

■外環状形成：（都）新山線、（都）石脇通線、（都）駅東中央環状線、（主）

本荘西目線と一般国道７号、105 号、107 号が一体となった外環状道路 

＜都市内の円滑な交通＞ 

（都）停車場栄町線、（都）停車場東口線、（都）田尻環状線、（都）水林二

十六木線、（主）象潟矢島線、（主）仁賀保矢島舘合線、（主）鳥海矢島線、（市）

川口二十六木線 

④駅前広場 交通結節機能強化のため、JR 羽後本荘駅西側及び東側に駅前広場を配置

する。また、鳥海山ろく線矢島駅西側についても、鉄道、バスなどの結節点

であることから、駅前広場と同等の機能を有する広場を配置する。 

ここで、表内の自動車専用道路及び一般国道に該当する都市計画道路は以下の通りとなる。 

日本海沿岸東北自動車道：（都）本荘高速線、（都）本荘南高速線 

一般国道７号：（都）秋田本荘線 
一般国道 105 号：（都）本荘横手線、（都）大内本荘線、（都）駅東中央環状線 

一般国道 107 号：（都）本荘横手線 
一般国道 108 号：（都）駅東中央環状線 

                                                   
4 自動車専用道路：高速道路、一般自動車等専ら自動車の交通の用に供する道路を示す。 
5 主要幹線道路：都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し都市に出入りする交通及び都市内の地域間相互の交

通を集約して処理する役割を担う道路を示す。 

6 都市幹線道路：都市内の各地区又は主要な施設相互間の交通を集約して処理する役割を担う道路を示す。 
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交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図（（（（由利本荘都市計画区域由利本荘都市計画区域由利本荘都市計画区域由利本荘都市計画区域））））    
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交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図（（（（本荘地域本荘地域本荘地域本荘地域））））    
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交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図交通体系の配置の方針図（（（（矢島地域矢島地域矢島地域矢島地域））））    
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2222）下水道及び河川の都市計画の決定の方針）下水道及び河川の都市計画の決定の方針）下水道及び河川の都市計画の決定の方針）下水道及び河川の都市計画の決定の方針    

    

    

アアアア....基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

＜下水道＞＜下水道＞＜下水道＞＜下水道＞        

由利本荘市における公共下水道普及率は、平成 22 年度末で 39.2％であり、秋田県平均

58.3％と比べても低い水準にある。 

本荘地域では、旧本荘市単独の公共下水道事業として昭和 56 年から整備に取り組み、市

街地中心部（子吉川左岸側）は、ほぼ整備済みであるが、子吉川右岸の石脇・川口地区並

びに、国道 107 号南側の一番堰

いちばんぜき

・二番堰地区などが未着手である。また、矢島地域は、公

共下水道の計画に対する供用面積が 88.6%と秋田県においても高くなっている。 

 このような状況のなかで、生活環境の確保と公共用水域の水質保全等を図るため、下水道

の都市計画の決定の基本方針を次のように定める。 

 

①下水道の整備は、生活排水処理整備構想のもと、特に人口及び産業の集積している地

区、今後の集積が予想される地区、並びに公共用水域の水質保全上必要な地区から順次

整備を進めていく。  

 

②市街地の雨水の排除については、放流河川の整備との整合を図りつつ、公共下水道（雨

水）の施設整備を進めていく。 

 

＜河川＞＜河川＞＜河川＞＜河川＞        

鳥海山に源を発し、矢島地域、本荘地域を貫流する子吉川とその支川は、治水機能、都

市環境機能、防災機能を含めた数多くの機能を有しており、都市形成においても重要な役

割を担っている。 

今後とも、治水対策を促進するとともに、河川空間の保全と活用を図るため、河川の都

市計画の決定の基本方針を次のように定める。 

 

① 家屋の浸水や主要道路の冠水など市民生活や都市活動に著しい影響を及ぼすような

洪水被害の発生を防止・軽減するため、河川改修の推進を図る。 

 

② 河川環境を維持・保全するため、生物の生息・生育環境に配慮した河川整備に努め

るとともに、地域の憩いの場、癒しの場、そしてレクリエーションの場として河川空

間の活用を図る。    
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イイイイ....主要な施設の配置の方針主要な施設の配置の方針主要な施設の配置の方針主要な施設の配置の方針    

    

＜下水道＞＜下水道＞＜下水道＞＜下水道＞        

本荘地域においては、都市計画の目標や下水道の都市計画の決定の基本方針に基づき、

石脇田尻地区・石脇地区、出戸町地区などの既成市街地や梵天

ぼんてん

地区の新規住宅地を中心に

公共下水道の排水区域を配置し、整備の促進を図る。終末処理場は、引き続き水林

みずばやし

地区に

配置し、処理水は子吉川に放流する。 

また、矢島地域においては、市街地中心部に排水区域を配置し、引き続き築舘

つきだて

地区に終

末処理場を配置する。 

今後の動向を踏まえ、排水区域の拡大や終末処理施設の拡充を図る。なお、整備済みの

施設については、今後もその維持に努めるとともに、適切な時期に施設の更新を図るもの

とする。 

    

＜河川＞＜河川＞＜河川＞＜河川＞        

河川については、都市計画の目標や河川の都市計画の決定の基本方針に基づき、治水機

能向上に向けた河川改修を促進するとともに、子吉川、芋川等を中心とする水と緑の空間

を形成し、生活に潤いを提供する貴重な空間として、機能を維持する。 
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下水道及び河川の配置の方針図下水道及び河川の配置の方針図下水道及び河川の配置の方針図下水道及び河川の配置の方針図（（（（本荘地域本荘地域本荘地域本荘地域））））    
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下水道及び河川の配置の方針図下水道及び河川の配置の方針図下水道及び河川の配置の方針図下水道及び河川の配置の方針図（（（（矢島地域矢島地域矢島地域矢島地域））））    
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（３）（３）（３）（３）    市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針    

        1111）主要な市街地開発事業の決定の方針）主要な市街地開発事業の決定の方針）主要な市街地開発事業の決定の方針）主要な市街地開発事業の決定の方針    

    

本荘地域の市街地は、城下町を中心に商人町、港町などが形成され、鉄道の整備

によりＪＲ羽後本荘駅前へと市街地が拡大してきた。このうちＪＲ羽後本荘駅前な

ど中心市街地の一部では土地区画整理事業による面的基盤整備が行われているが、

子吉川沿いの既成市街地やＪＲ東側の梵天地区など、区画道路や広場・公園等の都

市基盤施設の整備が十分でない状況にある。 

本区域では、本荘地域で２地区、矢島地域で１地区の土地区画整理事業が完了し

ており、現在、本荘中央地区土地区画整理事業が進められている。 

今後、公共施設の整備状況や土地利用を踏まえ、計画的かつ良好な市街地を一体

的に整備する必要があるときには、市街地開発事業を検討する。 

 

現在事業中の市街地開発事業の概要は次のとおりである。 

地区名 整備の方針（市街地開発事業の種類、概ねの区域） 

本荘中央地区 本荘中央地区は、都市計画道路停車場栄町線等都市基盤の整備を進

めるとともに、商店街の買い物環境の向上を図る。 

（土地区画整理事業：施行面積 11.6ha） 
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主要な市街地開発事業の方針図主要な市街地開発事業の方針図主要な市街地開発事業の方針図主要な市街地開発事業の方針図    

本荘地域本荘地域本荘地域本荘地域    

矢島地域矢島地域矢島地域矢島地域    

都市計画区域

凡例

鉄道

市街地開発事業

（整備済）

市街地開発事業

（事業中）

自動車専用道路

主要幹線道路

河川

都市幹線道路
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（４）（４）（４）（４）    自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針    

   

        1111）基本方針）基本方針）基本方針）基本方針    

本荘地域は、西側を日本海に面し、その他は丘陵地に囲まれ、子吉川下流に広が

る本荘平野の中心に市街地が形成されている。また、市街地周辺には農地と農業集

落を主体とする田園景観が形成されており、緑と水に囲まれた自然的環境を有して

いる。市街地を流れる子吉川や芋川は、地域の憩いの場を提供し、本荘公園、新山

しんざん

公

園など市街地の公園は観光・レクリエーションの拠点となっている。  

矢島地域においては、西側及び南側の段丘樹林帯が市街地を包む緑のふちどりを

なし、この樹林地と市街地の間に農地が広がっている。北東部には子吉川が流れて

いるほか、荒沢川などの支流や石積みの水路などが市街地内を流れ、自然環境や景

観に優れた身近な潤いの空間を構成している。一方、公園・緑地は、都市計画公園

として計画・整備されていないが、八森

はちもり

下

した

地区には福祉教育施設に併設して矢島ふ

れあい公園が整備されている。 

 こうした自然的環境や市街地内の緑地などの現状を踏まえ、本区域の自然的環境

の整備又は保全に関する基本方針を以下のように定める。 

 

① 豊かな自然に恵まれた海岸部の緑地や河川の水辺空間、市街地周辺の丘陵地

と樹林などは、骨格となる緑として、潤いを実感できる都市環境の保全と活

用に努めるとともに、水辺と緑を活かした交流空間の形成に努める。  

 

② 本区域の歴史を伝える本荘城址や新山神社がある都市公園は、維持・整備を

進めるとともに、龍源寺等がある家中地区等と合わせて、地域固有の歴史的

環境の保全と活用に努める。 

 

③ 根城館

ね じ ろた て

や根井館

ね い た て

などの館跡に残る樹林を緑の拠点と位置付け、古木・巨木の

保全を図る。 

 

④ 市街地周辺に広がる田園は、身近に水や緑が感じられる快適な居住環境の要

素であることから、その自然的環境や景観の維持・保全に努める。 
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2222）主要な緑地の配置の方針）主要な緑地の配置の方針）主要な緑地の配置の方針）主要な緑地の配置の方針    

主要な緑地の配置については、主として緑地の存在機能に着目した環境保全系統、都市

景観要素としての機能に着目した景観構成系統、利用機能に着目したレクリエーション系

統、防災系統、歴史文化系統の５つの系統を次のように配置する。 

緑地の系統緑地の系統緑地の系統緑地の系統    地区名等地区名等地区名等地区名等    緑地等の配置方針、概要等緑地等の配置方針、概要等緑地等の配置方針、概要等緑地等の配置方針、概要等    

ア．環境保全

系統の配置 

・子吉川とその支川 

・本荘地域南部、東部の丘陵地 

・矢島地域西側・南側の樹林地 

・海岸部の樹林地 

 

子吉川とその支川、本荘、矢島市街地周辺にある丘陵

部や海岸部の樹林地は、自然環境学習の場、自然とのふ

れあいの場として環境保全系統の緑地と位置づける。 

イ．景観構成

系統の配置 

・石脇地区の斜面緑地 

・水林地区の丘陵地 

・矢島地域西部・南部丘陵樹林帯 

・子吉川河川緑地、芋川桜づつみ河川

緑地 

・石脇田尻地区の海岸 

・根城館、根井館などの館跡の巨木・

古木 

石脇地区の斜面緑地や水林地区の国有林、矢島地域西

部・南部などの丘陵地と樹林帯は、都市景観の外縁をな

す重要な景観系統の緑地と位置づける。 

子吉川河川緑地、芋川桜づつみ河川緑地、石脇田尻地

区などの海岸や、館跡の巨木・古木は、都市を特徴づけ

る重要な景観系統の緑地と位置づける。 

ウ．レクリエ

ーション系統

の配置 

・子吉川沿いのせせらぎパーク、アク

アパル友水公園、芋川桜づつみなど 

・本荘マリーナ周辺の公園・緑地 

・新山公園 

・本荘由利総合運動公園 

・三望苑 

・矢島ふれあい公園 

・荒沢川 

子吉川沿いのせせらぎパーク、アクアパル友水公園、

芋川桜つつみなど、本荘マリーナ周辺の公園・緑地は、

水と親しめるレクリエーションや海洋性レクリエーシ

ョンの緑地として位置づける。 

新山公園、本荘由利総合運動公園、三望苑、矢島ふれ

あい公園は、身近なレジャーやスポーツ・レクリエーシ

ョンの緑地と位置づける。 

エ．防災系統の

配置 

・水林球場、水林競技場 など  

・矢島ふれあい公園 など 

・石脇地区の保安林 

水林球場、水林競技場、矢島ふれあい公園など都市公

園や緑地を防災避難場所の緑地と位置づける。 

石脇地区の保安林は、自然的災害防止・緩和に係る緑

地と位置づける。 

オ．歴史文化系

統の配置 

・本荘公園 

・新山公園 

・八幡神社  

・龍源寺 

・家中地区 

本荘公園は城址の歴史性を、裸参りの行われる新山公

園は文化的特色を活かした憩いの緑地として位置づけ

る。 

矢島地域の八幡神社、龍源寺など生駒氏ゆかりの寺社

周辺の緑地、歴史的街並みを残す家中地区の生垣、前庭

の緑地を歴史文化系統の緑地と位置づける。 
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自然的環境の配置方針図自然的環境の配置方針図自然的環境の配置方針図自然的環境の配置方針図（（（（本荘地域本荘地域本荘地域本荘地域））））    
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自然的環境自然的環境自然的環境自然的環境の配置方針図の配置方針図の配置方針図の配置方針図（（（（矢島地域矢島地域矢島地域矢島地域））））    
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